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【
以
善
会
レ
ポ
ー
ト
】
第
十
三
弾 

『
慊
堂
諌
艸
』
註
釈
（
一
） 

＝
太
田
資
始
の
継
嗣
に
関
す
る
意
見
書
＝ 

中
山
正
清 

は
じ
め
に 

 

掛
川
藩
主
太
田
資
言
は
嗣
子
の
な
い
ま
ま
文
化
七
年
（
一
八
一
〇
）
に
死
去
し
、
近

江
宮
川
藩
主
堀
田
正
穀
の
三
男
が
資
始
と
名
乗
っ
て
太
田
家
を
継
ぎ
、
資
言
の
娘
の
條

を
娶
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
資
始
が
相
続
し
て
か
ら
十
五
年
経
ち
、
資
始
が
幕
閣
で
寺

社
奉
行
の
要
職
に
就
い
て
か
ら
も
跡
継
ぎ
が
で
き
ま
せ
ん
。 

こ
れ
を
憂
え
た
松
崎
慊
堂
は
、
太
田
家
の
分
家
の
旗
本
（
五
千
石
）
か
ら
養
子
を
迎

え
る
よ
う
に
資
始
に
諌
言
し
ま
し
た
。
分
家
は
養
子
を
迎
え
る
こ
と
な
く
男
系
相
続
が

続
い
て
い
る
た
め
、
太
田
道
灌
以
来
の
血
脈
が
守
ら
れ
る
と
い
う
の
で
す
。
こ
の
諫
言

を
記
し
た
意
見
書
が
『
慊
堂
諌
艸
』
で
、
東
京
大
学
総
合
図
書
館
の
『
鴎
外
文
庫
書
入

本
画
像
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
』
に
収
載
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

慊
堂
は
こ
の
文
を
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
二
月
六
日
夜
、
資
始
に
奏
上
し
、
資
始

は
諌
言
を
い
っ
た
ん
は
快
く
受
け
入
れ
ま
し
た
（
『
慊
堂
日
暦
』
同
日
条
〈
山
田
琢
訳
注

『
慊
堂
日
暦
１
』
〔
平
凡
社
東
洋
文
庫
、
一
九
七
〇
年
〕
〉
）
。
し
か
し
同
十
年
六
月
、
資

始
と
條
の
間
に
男
子
（
後
の
資
功
）
が
生
ま
れ
た
こ
と
で
、
分
家
か
ら
養
子
を
迎
え
る

と
い
う
話
は
立
ち
消
え
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

結
局
は
藩
政
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
『
慊
堂
諌
艸
』
に
は
、

資
始
が
養
子
に
迎
え
ら
れ
た
事
情
や
周
囲
の
反
応
な
ど
が
興
味
深
く
描
か
れ
て
い
ま
す
。 

ま
た
、『
慊
堂
諌
艸
』
で
は
中
国
の
古
典
や
日
本
史
、
さ
ら
に
は
世
間
話
の
よ
う
な
身

近
な
話
を
引
い
て
論
を
進
め
、
男
系
で
家
を
継
い
で
い
く
こ
と
の
意
味
を
強
調
し
た
り
、

藩
内
で
さ
さ
や
か
れ
て
い
た
祟
り
の
話
を
合
理
的
に
否
定
し
て
い
た
り
し
ま
す
。 

慊
堂
に
は
大
名
の
子
弟
か
ら
庶
民
ま
で
多
く
の
弟
子
が
い
ま
す
が
、
儒
学
の
考
え
方

を
わ
か
り
や
す
く
ユ
ー
モ
ア
を
交
え
た
講
義
が
人
気
を
集
め
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
一

端
を
『
諌
艸
』
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

『
慊
堂
諌
艸
』
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
瑞
枝
著
『
松
崎
慊
堂
』
（
研
文
出
版
、
二
〇
〇
二

年
）
や
小
宮
厚
・
町
田
三
郎
著
『
松
崎
慊
堂
・
安
井
息
軒
』
（
明
徳
出
版
社
、
二
〇
一
六

年
）
と
い
っ
た
慊
堂
の
伝
記
の
中
で
紙
幅
が
費
や
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
全
文
を
分
析
し
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て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

そ
こ
で
、
『
諌
艸
』
の
中
で
意
味
の
通
じ
に
く
い
単
語
や
熟
語
、
な
じ
み
の
な
い
人
名

等
に
つ
い
て
、
各
種
の
辞
典
や
事
典
の
記
述
を
註
釈
と
し
て
示
す
と
と
も
に
、
エ
ピ
ソ

ー
ド
等
に
つ
い
て
は
そ
の
出
典
や
関
係
事
項
を
記
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
『
諌
艸
』

の
書
か
れ
た
背
景
を
よ
り
明
ら
か
に
で
き
た
と
考
え
ま
す
。 

註
釈
の
分
量
が
多
く
な
っ
た
の
で
、『
以
善
会
レ
ポ
ー
ト
』
に
は
計
四
回
に
分
け
て
載

せ
る
こ
と
と
し
ま
す
。 

『
慊
堂
諌
艸
』
に
関
係

す
る
史
料
と
し
て
は
、
慊
堂
の
日
記
で
あ
る
『
慊
堂
日
暦
』

と
『
慊
堂
先
生
語
録
』
が
あ
り
、
こ
の
う
ち
『
慊
堂
日
暦
』
は
関
係
個
所
の
註
に
引
用

し
て
お
き
ま
し
た
。 

『
慊
堂
先
生
語
録
』
は
越
後
新
発
田
藩
出
身
の
儒
者
で
慊
堂
の
下
で
学
ん
だ
丹
羽
思

亭
（
悳
、
伯
弘
、
寛
政
七
年
〈
一
七
九
五
〉
～
弘
化
三
年
〈
一
八
四
六
〉
）
が
、
慊
堂
か

ら
聞
い
た
話
を
ま
と
め
た
も
の
で
、
早
稲
田
大
学
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
収
載

さ
れ
て
い
ま
す
。 

『
慊
堂
諌
艸
』
に
関
係
す
る
記
述
は
『
諌
艸
』
か
ら
二
年
後
の
文
政
十
年
一
月
に
慊

堂
が
思
亭
に
語
っ
た
も
の
で
、
『
諌
艸
』
を
受
け
た
資
始
の
動
向
な
ど
興
味
深
い
記
述
が

あ
り
ま
す
。
今
回
の
『
慊
堂
諌
艸
註
釈
』
で
は
一
部
を
引
用
し
ま
し
た
が
、
管
見
で
は

『
語
録
』
を
利
用
し
た
論
考
な
ど
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
か
ら
、
稿
を
改
め
て
全
文
を
紹
介
、

考
察
す
る
こ
と
に
し
ま
す
。 

 〔
関
係
系
図
〕 

 

『
慊
堂
諫
艸
』
に
は
太
田
家
関
係
の
多
く
の
人
名
が
登
場
す
る
の
で
、
ま
ず
太
田
氏

本
家
と
分
家
、
そ
れ
に
太
田
資
始
の
実
家
で
あ
る
堀
田
氏
の
略
系
図
を
示
し
ま
す
。『
慊

堂
諫
艸
』
本
文
に
登
場
す
る
呼
び
名
を
太
字
で
記
し
、
註
に
出
て
く
る
人
物
も
で
き
る

だ
け
載
せ
ま
し
た
。 

 

系
図
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
（
文
化
九
年
〈
一
八
一
二
〉
完

成
）
に
基
づ
き
ま
し
た
が
、『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
以
降
の
人
名
に
つ
い
て
は
、
各
註
に

出
典
を
示
し
て
あ
り
ま
す
。 

・
太
田
氏
本
家
略
系
図 （

人
名
に
付
し
た
数
字
は
、
大
名
と
し
て
家
督
を
継
い
だ
順
番
） 



3 

 

 

親

王

貞

純

黒

田

直

和

室

相

馬

充

胤

室

牧

野

忠

恭

室

松

平

忠

礼

室

政

挙

（

内

藤

）

礼

朝

（

桃

園

親

王

）

英

勝

院

駒

千

代

重

正

資

功

⑩

（

太

田

）

條

（

御

奥

様

）

資

始

⑨

（

御

前

様

）

頼

政

資

長

資

康

資

俊

⑤

資

愛

⑥

（

家

康

側

室

）

（

井

上

政

重

室

）

資

宗

①

資

順

⑦

資

武

女

子

（

瑞

華

院

）

（

堀

田

正

邦

室

）

　

見

修

院

資

直

③

清

和

天

皇

資

高

康

資

（

見

了

院

）

（

武

庵

）

（

道

灌

）

（

閬

樹

院

）

妙

浩

院

（

旗

本

）

資

次

②

（

源

）

資

政

資

良

湧

之

助

（

秋

元

）

丈

三

郎

資

言

⑧

（

大

悟

院

）

資

晴

④
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・
旗
本
（
五
千
石
）
太
田
氏
略
系
図 

 

・
堀
田
氏
略
系
図 

 

〔
凡
例
〕 

一
、
『
慊
堂
諌
艸
』
は
本
文
と
別
紙
で
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
表
紙
（
ａ
）
、

本
文
二
十
章
（ｂ
～
ｕ
）

、
別
紙
二
章
（ｖ
～
ｗ
）

に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
に
小
見
出
し
を

付
け
た
。 

一
、
闕
字
は
詰
め
、
句
読
点
と
ル
ビ
を
適
宜
付
し
た
。
ル
ビ
は
現
代
仮
名
遣
い
と
し
た
。 

一
、
改
行
は
『
鴎
外
文
庫
書
入
本
画
像
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
』
の
通
り
と
し
た
。
た
だ
し
、

(

松

平

)

資

賢

紋

次

郎

於

加

久

（

徳

川

家

斉

側

室

）

資

承

新

十

郎

資

良

資

寧

女

子

乗

安

（

内

蔵

頭

）

資

倍

資

師

（

尚

太

郎

）

（

大

隅

入

道

）

(

堀

田

)

長

谷

雄

(

紀

)

(

太

田

)

正

虎

武

内

宿

祢

正

盛

正

富

正

敦

正

民

（

※

宮

川

藩

）

正

穀

（

方

叟

）

(

太

田

)

（

※

佐

倉

藩

）

資

始

女

子

資

晴

（

※

佐

野

藩

〈

堅

田

藩

〉

）

正

邦

正

信

正

俊

正

休

正

高

正

仲

正

亮

正

順
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同
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
一
行
に
記
さ
れ
て
い
て
も
、
話
柄
が
変
わ
っ
て
次
の
章
に
移
る
と

き
は
／
で
区
切
っ
た
。 

一
、『
鴎
外
文
庫
書
入
本
画
像
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
』
で
は
、
太
田
家
当
主
の
法
号
に
筆
写
者

に
よ
る
と
み
ら
れ
る
頭
註
を
欄
外
に
付
し
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
他
の
註
と
同
様
の
扱

い
と
し
た
。 

一
、
旧
漢
字
は
原
則
と
し
て
新
漢
字
に
改
め
た
。 

一
、
原
文
の
割
註
は
、
該
当
個
所
に
（
割
註
： 

）
の
形
で
記
し
た
。 

一
、
そ
れ
ぞ
れ
の
註
記
の
出
典
や
参
考
文
献
は
、
各
註
の
末
尾
の
【
】
内
に
示
し
た
。 

一
、
出
典
や
参
考
文
献
に
は
原
則
と
し
て
該
当
す
る
個
所
の
頁
数
を
記
し
た
が
、
辞
書
・

事
典
類
は
該
当
す
る
項
目
、
日
記
は
該
当
の
年
月
日
を
記
し
た
。 

一
、
本
文
や
註
釈
の
引
用
文
に
は
、
現
在
か
ら
み
れ
ば
不
適
切
な
表
現
が
一
部
に
あ
る

が
、
史
料
性
を
重
視
し
て
そ
の
ま
ま
記
し
た
。 

一
、
歴
史
上
の
人
物
は
も
と
よ
り
、
御
存
命
の
研
究
者
に
つ
い
て
も
敬
称
は
略
さ
せ
て

い
た
だ
い
た
。 

一
、
註
に
使
用
し
た
Ｗ
Ｅ
Ｂ
上
の
史
料
等
は
、
二
〇
二
四
年
五
月
二
十
三
日
ま
で
に
閲

覧
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 

（
ａ
）
表
紙 

 

慊
堂

こ
う
ど
う

１

諌
艸

か
ん
そ
う 

 

下
総

し

も

う

さ

国
印 い

ん

幡 ば

郡
八
街

や

ち

ま

た

町
２

矢
部
健
次
郎
３

蔵 

 

１ 

・
松
崎
慊
堂
（
ま
つ
ざ
き
・
こ
う
ど
う 

明
和
八
年
〈
一
七
七
一
〉
～
天
保
十
五

年
〈
一
八
四
四
〉
）
江
戸
後
期
の
儒
学
者
。
名
は
復
、
字
は
明
復
。
肥
後
国
益
城
郡

の
農
家
に
生
ま
れ
る
。
江
戸
に
出
奔
し
て
昌
平
黌
に
学
び
、
林
述
斎
の
家
塾
に
入

る
。
の
ち
遠
江
国
掛
川
藩
に
藩
校
の
教
授
と
し
て
招
か
れ
た
。
隠
退
後
江
戸
目
黒

に
私
塾
石
経
山
房
を
開
い
た
。 
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【
『
日
本
史
人
物
辞
典
』
（
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
「
松
崎
慊
堂
」
項
】 

２ 

・
現
在
の
千
葉
県
八
街
市
。
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
か
ら
始
め
ら
れ
た
放
牧
地

の
開
墾
事
業
の
と
き
に
「
八
街
」
の
地
名
が
付
け
ら
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。 

【
八
街
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
明
治
時
代
の
八
街
」
】 

３ 

・
矢
部
健
次
郎
は
松
崎
慊
堂
の
外
曽
孫
で
、
松
崎
健
五
郎
・
浜
野
知
三
郎
・
渋
江

保
ら
と
と
も
に
慊
堂
に
関
す
る
資
料
を
森
鴎
外
に
提
供
し
た
。 

 
 

 

【
東
京
大
学
総
合
図
書
館
『
鴎
外
文
庫
書
入
本
画
像
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
』
収
載

『
慊
堂
諫
艸
』
「
内
容
記
述
」
】 

 
 

・
健
次
郎
は
慊
堂
の
著
書
『
尺
準
考
』
の
跋
に
、『
松
崎
慊
堂
全
集
』
刊
行
の
経
緯

を
記
し
て
い
て
、
そ
の
中
に
「
浜
野
知
三
郎
君
亦
篤
学
之
士
也
。
与
余
有
旧
。
余

先
生
之
嫡
孫
故
退
蔵
翁
之
女
婿
。
且
識
蔵
先
生
遺
書
尤
多
也
。
遠
訪
余
蘆
。
慫
慂

校
訂
先
生
遺
著
。
托
崇
文
院
刊
行
之
事
」
と
あ
る
。 

 
 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
健
次
郎
は
慊
堂
の
孫
で
あ
る
退
蔵
の
娘
婿
で
、
慊
堂
の
残
し

た
著
書
を
も
っ
と
も
多
く
所
蔵
し
て
い
た
。 

 
 

 
 

 
 

 

【
総
監
修
・
芳
賀
登
、
解
説
・
小
林
幸
夫
『
松
崎
慊
堂
全
集 

四
』

（
冬
至
書
房
、
一
九
八
八
年
）
二
三
三
頁
】 

 
 

・
鈴
木
瑞
枝
著
「
松
崎
慊
堂
伝
の
試
み
（
一
）
」
に
よ
れ
ば
、
健
次
郎
は
、
海
野
豫

介
（
石
窓
）
の
弟
子
矢
部
潤
（
温
叟
）
の
息
子
と
み
ら
れ
る
（
註
１
４
参
照
）
。
海

野
豫
介
は
慊
堂
の
弟
子
。 

 
 

【
鈴
木
瑞
枝
著
「
松
崎
慊
堂
伝
の
試
み
（
一
）
」
『
安
田
学
園
研
究
紀
要 

２
２
』

（
一
九
八
二
年
）
一
六
七
～
一
六
八
頁
】 

 

（
ｂ
）
相
次
ぐ
藩
主
の
死 

乍

恐

お
そ
れ
な
が
ら

密
々
奉
申
上 

私
儀
遠
国

お
ん
ご
く

之
書
生
４

之
所
、 

大
悟
院
様
５

御
部
屋
住

お

へ

や

ず

み

之
時
被
召
出
６

、
格
別
之
御
厚
恩 
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に
而 て

御
内
外
之
機
密
７

迠 ま
で

も
蒙
御
意
８

、 

見
了
院
様
９

尚
又
同
様
被
召
使

め
し
つ
か
わ
れ

候
所
、
御
打
続 

御
逝
去

ご

せ

い

き

ょ

１

０

に
付
、
私
儀
最
早

も

は

や

遁
世

と
ん
せ
い

１

１

可
仕
奉
存
候
所
、 

御
前

ご

ぜ

ん

様 さ
ま

１

２

堀
田
家
よ
り
御
相
続
被
遊
候
１

３

に
付
、
存
込

ぞ
ん
じ
こ
み

候
事 

有
之

少

間

す
こ
し
の
あ
い
だ

思
止
り
候
１

４

。
／ 

４ 

・
慊
堂
は
肥
後
国
出
身
で
林
述
斎
に
儒
学
を
学
ん
で
い
た
。
註
１
参
照
。 

５ 

・
頭
註
に
「
資
順
」
。 

・
太
田
家
の
歴
代
当
主
の
動
向
を
編
年
体
で
記
し
た
『
家
譜
』
に
よ
る
と
、
掛
川

藩
主
太
田
資
順
（
宝
暦
十
年
〈
一
七
六
〇
〉
～
文
化
五
年
〈
一
八
〇
八
〉
）
は
資
愛

の
二
男
。
兄
資
武
の
死
去
（
天
明
四
年
〈
一
七
八
四
〉
）
に
よ
り
嗣
子
と
な
り
、
文

化
二
年
（
一
八
〇
五
）
か
ら
掛
川
藩
主
。 

 
 

 

『
家
譜
』
は
個
人
蔵
。
表
紙
に
「
家
譜 

 

太
田
摂
津
守
」
、
文
末
に
「
弘
化
三

丙
午
年
九
月 

太
田
摂
津
守
判
」
と
あ
り
、
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
に
掛
川
藩

主
太
田
資
功
の
命
で
編
纂
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

 
 

 

郷
土
史
家
の
袴
田
鷹
邨
（
明
治
九
年
〈
一
八
七
六
〉
～
昭
和
四
十
二
年
〈
一
九

六
七
〉
）
に
よ
る
跋
に
は
、
藩
の
代
官
を
務
め
た
今
井
家
が
同
書
を
所
蔵
し
て
い
て
、

昭
和
五
年
（
一
九
三
〇
）
に
鷹
邨
が
書
写
し
た
経
緯
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
と

き
巻
一
が
既
に
失
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。 

 
 

 
 

 

【『

家
譜
』
巻
之
四
、
跋
】 

６ 

・
慊
堂
は
享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
、
資
順
の
父
資
愛
に
掛
川
藩
校
教
授
と
し
て
召

し
抱
え
ら
れ
た
。 

 

 
 

 
 

 
 

【
鈴
木
瑞
枝
著
『
松
崎
慊
堂
』
（
研
文
出
版
、
二
〇
〇
二
年
）
所
収

「
松
崎
慊
堂
略
年
譜
」
】 

７ 

・
慊
堂
の
弟
子
塩
谷
宕
陰
（
文
化
六
年
〈
一
八
〇
九
〉
～
慶
応
三
年
〈
一
八
六
七
〉
）

に
よ
る
「
慊
堂
松
崎
先
生
行
述
」
に
は
以
下
の
記
述
が
あ
る
。 
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隆
公
卒
。
大
悟
公
嗣
立
。
深
識
先
生
。
政
事
無
巨
細
。
多
与
之
詢
。
先
生
悉

力
匡
翼
。
所
言
莫
不
行
。
列
国
法
。
士
大
夫
死
無
嗣
者
。
許
暴
納
異
族
為
後
。

謂
之
急
養
子
。
而
禄
爵
遽
降
。
先
生
建
白
。
凡
如
是
者
。
宜
博
捜
精
遴
以
期

於
得
器
。
不
応
期
限
夙
遽
致
謬
取
匪
材
。
其
未
得
之
。
賜
禄
如
故
。
則
餼
粟

之
費
小
。
而
得
人
之
益
大
。
従
之
。
至
今
国
人
仰
公
之
風
。
曰
某
法
。
悟
公

之
所
建
也
。
某
令
。
悟
公
之
所
定
也
。
口
其
仁
明
者
。
不
一
而
足
。
蓋
出
於

先
生
冥
賛
之
力
者
居
多
。
先
生
処
事
公
亮
。
不
邀
名
。
不
誇
功
。
務
帰
美
於

君
。
而
已
居
其
労
。
公
倚
之
如
左
右
手
。 

  
 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
資
愛
（
隆
公
）
が
死
去
し
て
資
順
が
藩
主
と
な
る
と
、
政
治

の
大
事
な
こ
と
や
そ
れ
ほ
ど
で
な
い
こ
と
ま
で
も
慊
堂
に
諮
問
し
、
慊
堂
も
よ
く

こ
れ
に
応
じ
、
そ
の
助
言
で
実
施
さ
れ
な
い
こ
と
は
な
か
っ
た
。 

例
え
ば
、
藩
士
が
跡
継
ぎ
な
く
急
死
し
た
場
合
、
他
氏
か
ら
養
子
を
迎
え
る
こ

と
を
許
す
が
、
そ
の
代
わ
り
に
禄
高
を
減
ら
し
た
り
役
職
を
下
げ
た
り
し
て
い
た
。

こ
れ
に
対
し
慊
堂
は
、
人
材
を
得
る
た
め
禄
高
や
役
職
を
元
の
ま
ま
に
す
る
よ
う

進
言
し
、
実
行
さ
れ
た
。 

こ
の
よ
う
に
慊
堂
の
進
言
で
資
順
が
定
め
た
法
令
は
多
か
っ
た
が
、
慊
堂
は
そ

の
功
を
資
順
に
帰
し
て
自
ら
の
功
を
誇
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。 

「
内
外
之
機
密
」
と
は
、
慊
堂
が
藩
主
の
諮
問
を
受
け
た
際
な
ど
に
、
藩
政
に

関
わ
る
機
密
事
項
ま
で
知
ら
さ
れ
た
こ
と
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

【
『
松
崎
慊
堂
全
集 

一
』
（
冬
至
書
房
、
一
九
八
八
年
）

一
三
～
一
四
頁
】 

 
 

・
資
順
が
藩
主
に
就
任
し
て
間
も
な
い
文
化
二
年
十
一
月
に
出
さ
れ
た
、
藩
士
の

養
子
に
関
す
る
規
定
「
養
子
願
」
に
は
、
末
期
養
子
の
場
合
に
禄
高
を
減
ら
す
な

ど
の
文
言
は
な
い
。
そ
れ
以
前
に
は
禄
高
を
減
ら
す
と
い
う
規
定
が
あ
っ
た
の
を
、

資
順
の
代
に
な
り
慊
堂
の
建
言
に
従
っ
て
削
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

【
『
山
武
市
郷
土
史
料
集
１
６ 

掛
川
藩
か
ら
松
尾
藩
へ
―

近
世
編
』
（
山
武
市
教
育
委
員
会
、
二
〇
一
一
年
）
所
収

「
資
順
公
御
代
替
節
改
候
御
壁
書
」
八
～
九
頁
】 
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・
慊
堂
の
弟
子
海
野
石
窓
（
豫
介
、
天
明
五
年
〈
一
七
八
五
〉
～
安
政
四
年
〈
一

八
五
七
〉
）
に
よ
る
「
掛
川
故
教
授
慊
堂
松
崎
先
生
墓
表
」
に
も
、
資
順
が
慊
堂

を
信
頼
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
記
述
が
あ
る
。 

  
 

 
 

隆
公
卒
。
大
悟
公
嗣
。
公
深
識
先
生
。
政
事
無
鉅
細
。
苟
所
欲
言
。
令
啓
沃

無
所
諱
。
先
生
感
於
知
遇
。
竭
力
匡
翼
。
其
裨
益
国
事
。
蓋
不
浅
尠
云
。 

 
 

 
 

 
 

 

や
は
り
資
順
が
慊
堂
を
厚
く
信
頼
し
、
慊
堂
の
助
言
を
こ
と
ご
と
く
採
用
し
た

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

 
【
前
掲
『
松
崎
慊
堂
全
集 

一
』
二
〇
頁
】 

８ 

・
お
指
図
。
仰
せ
。 

【
『
広
辞
苑 

第
五
版
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
）
「
御
意
」
項
】 

９ 

・
頭
註
に
「
資
言
」
。 

・
太
田
資
言
（
安
永
八
年
〈
一
七
七
九
〉
～
文
化
七
年
〈
一
八
一
〇
〉
）
は
、
文

化
五
年(

一
八
〇
八)

、
兄
資
順
の
死
去
に
よ
っ
て
掛
川
藩
主
を
継
い
だ
。 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

【
前
掲
『
家
譜
』
巻
之
四
】 

１
０
・
資
言
は
文
化
七
年
（
一
八
一
〇
）
六
月
十
七
日
に
掛
川
城
で
死
去
し
た
。 

【
前
掲
『
家
譜
』
巻
之
四
】 

１
１
・
隠
居
あ
る
い
は
隠
遁
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

【
前
掲
『
広
辞
苑
』
「
遁
世
」
項
】 

１
２
・
「
諌
艸
」
の
提
出
先
で
あ
る
太
田
資
始
（
寛
政
十
一
年
〈
一
七
九
九
～
慶
応
三

年
〈
一
八
六
七
〉
）
の
こ
と
。
文
化
七
年
（
一
八
一
〇
）
掛
川
藩
主
、
文
政
元
年

（
一
八
一
八
）
奏
者
番
、
同
五
年
寺
社
奉
行
を
兼
帯
、
同
十
一
年
大
坂
城
代
、
天

保
二
年
（
一
八
三
一
）
京
都
所
司
代
、
同
五
年
老
中
、
同
十
一
年
老
中
辞
職
、
安

政
五
年
（
一
八
五
八
）
老
中
再
任
、
同
六
年
老
中
を
罷
免
、
文
久
三
年
（
一
八
六

三
）
老
中
に
再
々
任
、
同
年
辞
職
。 

【
前
掲
『
日
本
史
人
物
辞
典
』
「
太
田
資
始
」
項
】 

１
３
・
資
言
の
死
後
、
近
江
宮
川
藩
（
一
万
三
千
石
）
藩
主
堀
田
正
穀
の
三
男
丈
三
郎

正
寛
が
太
田
家
を
継
ぎ
資
始
と
名
乗
っ
た
。 

 
 

【
前
掲
『
家
譜
』
巻
之
五
】 

１
４
・
慊
堂
は
資
言
の
死
去
後
に
藩
校
教
授
を
辞
す
つ
も
り
だ
っ
た
が
、
思
う
と
こ
ろ

あ
っ
て
思
い
止
ま
っ
た
。
実
際
に
藩
校
教
授
を
辞
し
た
の
は
文
化
十
一
年
（
一
八

一
四
）
の
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

【
前
掲
「
松
崎
慊
堂
略
年
譜
」
】 
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・
慊
堂
の
弟
子
丹
羽
思
亭
が
著
し
た
『
慊
堂
先
生
語
録
』
に
は
、
「
余
二
姓
ニ
仕

ル
所
存
ナ
キ
ユ
ヘ
早
速
隠
居
ス
ヘ
キ
ト
思
ヒ
シ
カ
ト
翌
未
年
ハ
朝
鮮
人
対
州
ヘ
来

ル
ユ
ヘ
以
前
ヨ
リ
林
祭
酒
ノ
約
束
ニ
テ
是
非
ト
モ
可
参
ヨ
シ
ニ
テ
未
年
ハ
対
州
ヘ

往
キ
帰
リ
テ
早
速
隠
居
ヲ
願
フ
タ
リ
」
と
あ
る
。 

 
 

 

つ
ま
り
、
文
化
七
年
に
資
始
が
太
田
家
を
継
い
だ
と
き
、
慊
堂
が
す
ぐ
に
隠
居

し
な
か
っ
た
の
は
、
翌
年
に
朝
鮮
通
信
使
が
対
馬
に
来
る
予
定
で
、
そ
の
応
接
に

慊
堂
が
携
わ
る
こ
と
を
林
述
斎
と
約
束
し
て
い
た
た
め
と
、
慊
堂
は
思
亭
に
説
明

し
て
い
る
。 

【
丹
羽
思
亭
著
『
慊
堂
先
生
語
録
』
：
早
稲
田
大
学
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス 

収
載
】 

・
前
掲
「
慊
堂
松
崎
先
生
行
述
」
に
は
、
資
始
が
太
田
家
を
継
い
だ
と
き
の
こ
と

と
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。 

  
 

 
 

見
了
公
立
。
亦
僅
三
年
而
卒
。
嗣
公
襲
封
之
三
年
。
加
賜
五
口
俸
。
以
褒
積

年
之
労
。
其
嗣
公
之
自
宮
川
来
続
也
。
先
生
密
疏
言
事
。
事
秘
不
伝
。 

 
 

 

こ
の
「
先
生
密
疏
し
て
事
を
言
う
も
、
事
秘
し
て
伝
え
ず
」
の
一
文
に
つ
い
て
、

小
宮
厚
は
『
松
崎
慊
堂
・
安
井
息
軒
』
で
、
海
野
石
窓
の
弟
子
矢
部
潤
の
註
を
引

い
て
、
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。 

  
 

 
 

 

「
了
公
（
資
言
）
部
に
就
き
、
淳
公
（
資
始
）
を
以
て
仮
嗣
と
為
す
、
了
公

病
と
な
り
、
水
戸
公
公
子
を
以
て
入
り
て
嗣
と
為
さ
ん
と
欲
す
、
我
が
諸
大

夫
之
を
辞
す
」
と
い
う
こ
と
が
あ
り
、「
先
生
事
を
言
う
と
は
蓋
し
此
の
事
な

り
」
と
あ
る

。
入
り
組

ん
だ
問
題
が

あ
っ
た

よ
う
だ
が
、
慊

堂
の
主

張

は
、

堀
田
姓
の
資
始
を
迎
え
る
と
道
灌
以
来
の
血
統
が
絶
え
る
か
ら
、
太
田
の
血

筋
の
別
家
に
継
が
せ
る
べ
き
だ
と
い
う
も
の
。
す
る
と
慊
堂
は
「
彼
此
の
嫌

疑
等
も
有
之
」
と
、
画
策
を
疑
わ
れ
た
。
藩
内
で
の
権
力
へ
の
志
向
を
疑
わ

れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
藩
主
の
庇
護
は
無
く
主
張
は
無
力
。
そ
の
上

に
不
条
理
な
嫌
疑
。
体
力
を
消
耗
し
き
っ
た
状
態
の
と
こ
ろ
に
孤
立
感
が
加

わ
り
、
慊
堂
は
幽
憂
疾
ま
で
患
う
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 
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【
小
宮
厚
・
町
田
三
郎
著
『
松
崎
慊
堂
・
安
井
息
軒
』 

（
明
徳
出
版
社
、
二
〇
一
六
年
）
七
九
頁
】 

 
 

 

「
矢
部
潤
の
注
」
は
、『
旧
松
尾
藩
学
制
沿
革
概
略
』
所
収
の
「
掛
川
藩
江
戸
邸

前
教
授
松
崎
慊
堂
伝
」
に
あ
り
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。 

  
 

 
 

於
是
先
生
三
喪
所
天
此
所
以
其
早
乞
骸
骨
也
道
淳
公
自
宮
川
入
嗣
（
割
註
は

略
す
）
先
生
密
疏
言
事
事
秘
不
伝
（
割
註
：
潤
嘗
竊
聞
了
公
就
部
以
淳
公
為

仮

嗣

了

公

病

水

戸

公

欲

以

公

子

入

為

嗣

我

諸

大

夫

辞

之

先

生

言

事

蓋

此

事

也
〈
後
略
〉
）
（
後
略
） 

  
 

 

割
註
「
潤
嘗
竊
聞
」
以
下
に
は
、
資
言
が
掛
川
に
入
部
す
る
と
き
に
資
始
が
仮

養
子
と
な
っ
て
い
た
が
、
資
言
が
病
に
倒
れ
た
と
き
、
水
戸
公
は
息
子
を
資
言
の

跡
継
ぎ
に
し
た
い
と
申
し
入
れ
た
が
、
掛
川
藩
の
重
役
は
こ
れ
を
辞
退
し
た
と
、

矢
部
潤
は
聞
い
て
い
た
。
慊
堂
が
ひ
そ
か
に
上
奏
し
た
の
は
、
こ
れ
に
関
す
る
こ

と
で
あ
ろ
う
と
い
う
意
味
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

 

後
述
す
る
よ
う
に
、『
慊
堂
諌
艸
』
に
は
、
資
言
が
掛
川
に
入
部
す
る
と
き
、
水

戸
藩
主
や
吉
田
藩
主
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
子
息
を
仮
養
子
に
す
る
よ
う
打
診
が
あ
っ
た

（
註
４
４
、
４
５
参
照
）
が
、
資
言
は
堀
田
正
穀
の
息
子
（
後
の
資
始
）
を
仮
養

子
に
選
ん
で
い
る
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

 

た
だ
、
「
先
生
密
疏
言
事
。
事
秘
不
伝
」
（
慊
堂
先
生
が
ひ
そ
か
に
上
奏
し
て
言

っ
た
こ
と
は
、
秘
し
て
伝
わ
ら
ず
）
と
あ
る
よ
う
に
、
一
部
の
重
役
を
除
く
掛
川

藩
士
ら
に
は
『
慊
堂
諌
艸
』
の
詳
し
い
内
容
は
伝
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
た

め
、
水
戸
家
か
ら
仮
養
子
の
打
診
が
あ
っ
た
こ
と
が
誇
張
さ
れ
て
、
水
戸
家
か
ら

資
言
の
跡
継
ぎ
を
出
し
た
い
と
申
し
入
れ
が
あ
っ
た
と
、
藩
内
の
一
部
に
広
ま
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

【
「
〔
翻
刻
〕
旧
松
尾
藩
学
制
沿
革
概
略
」
：
『
平
成
三
十
年
度 

 
 

掛
川
市
二
の
丸
美
術
館
・
掛
川
市
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
美
術
館

年
報
』
（
二
〇
二
〇
年
）
一
三
頁
】 

・
『
慊
堂
先
生
語
録
』
は
、
慊
堂
は
資
始
に
分
家
か
ら
養
子
を
迎
え
る
よ
う
に
諌
め

た
こ
と
に
つ
い
て
「
容
易
ニ
口
ヨ
リ
発
セ
ス
徳
先
生
ノ
門
人
ニ
入
三
年
ニ
シ
テ
始
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メ
テ
此
話
ヲ
聞
ヿ
ヲ
得
タ
リ
」
と
記
し
て
い
る
。 

 
『
慊
堂
諌
艸
』
は
主
君
で
あ
る
資
始
の
後
嗣
問
題
に
口
を
出
し
て
い
る
だ
け
で

な
く
、
資
始
が
養
子
の
た
め
に
引
け
目
を
感
じ
て
い
る
と
か
奥
方
が
癇
性
で
あ
る

な
ど
、
無
礼
と
受
け
取
ら
れ
か
ね
な
い
文
言
が
あ
り
、
慊
堂
に
と
っ
て
も
資
始
に

と
っ
て
も
流
布
さ
せ
る
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
丹
羽
思
亭
も
、
入

門
後
三
年
は
『
慊
堂
諌
艸
』
の
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

【
前
掲
『
慊
堂
先
生
語
録
』
】 

・
な
お
、
資
言
が
死
去
し
た
文
化
七
年
（
一
八
一
〇
）
時
点
で
、
当
時
の
水
戸
藩

主
治
紀
に
は
五
人
の
息
子
が
い
た
。
長
男
斉
脩
は
世
子
、
四
男
頼
筠
は
支
藩
の
常

陸
宍
戸
藩
主
松
平
頼
敬
の
養
子
と
な
っ
て
い
て
、
行
き
先
が
未
定
な
の
は
、
文
化

十

二

年

に

支

藩

で

あ

る

讃

岐

高

松

藩

主

松

平

頼

儀

の

養

子

と

な

る

二

男

の

紀

経

（
頼
恕
と
改
名
）
、
文
政
十
二
年
（
一
八
二
九
）
に
兄
斉
脩
の
跡
を
継
い
で
水
戸

藩
主
と
な
る
紀
教
（
斉
昭
と
改
名
）
の
二
人
だ
っ
た
。
資
言
の
仮
養
子
候
補
は
紀

経
ま
た
は
紀
教
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。 

た
だ
、
治
紀
は
三
男
の
斉
昭
に
「
養
子
に
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
も
、
譜
代

大
名
の
養
子
に
は
な
ら
な
い
よ
う
に
心
得
よ
」
と
述
べ
た
と
い
う
。
こ
れ
が
文
化

七
年
以
前
か
ら
の
考
え
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
水
戸
家
か
ら
資
言
に
仮
養
子
を
打
診

し
た
も
の
の
、
資
言
の
養
子
に
す
る
つ
も
り
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

【
永
井
博
著
『
徳
川
斉
昭
』
（
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
九
年
）

三
～
四
、
二
三
～
二
四
頁
】 

 
 

・
治
紀
の
逸
話
を
ま
と
め
た
『
武
公
遺
事
』
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

（
※ 

）
は
中
山
に
よ
る
。 

  
 

 
 

公
ハ
御
平
生
朝
廷
を
こ
と
の
外
御
崇
敬
被
遊
け
り
、
或
時
景
山
公
子
（
※
斉

昭
の
こ
と
）
へ
御
意
遊
さ
れ
け
る
は
、
た
と
ひ
何
方
の
養
子
と
成
候
と
も
御

普
代
大
名
へ
ハ
参
り
不
申
候
様
に
心
得
可
申
候
、
普
代
ハ
何
事
か
天
下
に
夭

変
出
来
候
へ
は
将
軍
家
に
し
た
が
ひ
を
る
故
に
、
天
子
に
む
か
ひ
た
て
ま
つ

り
て
弓
を
ひ
か
ね
は
な
ら
ぬ
事
也
、
こ
れ
ハ
常
に
君
と
し
て
つ
か
う
ま
つ
る

故

に

か

く

あ

る

べ

き

事

な

れ

ど

も

我

等

ハ

将

軍

家

い

か

ほ

と

御

尤

の

事

に

て
も
、
天
子
に
御
向
ひ
弓
を
ひ
か
せ
ら
れ
な
ハ
、
、
少
も
将
軍
家
に
し
た
が
ひ
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た
て
ま
つ
る
事
ハ
せ
ぬ
心
得
な
り
、
（
後
略
） 

【
『
武
公
遺
事
』
（
編
輯
兼
発
行
者
・
青
山
勇
、
一
八
九
二
年
）
：

国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
収
載
】 

 

（
ｃ
）
他
姓
か
ら
の
養
子
は
「
不
道
理
」 

／
其
訳 わ

け

は 

御
前
様
は
堀
田
家
之
御
正
統
１

５

に
付
、
堀
田
家
御
本
末

ほ
ん
ま
つ

１

６ 

御
相
続
は
道
理
之
当
然
に
御
坐
候
得
共

ご

ざ

そ

う

ろ

え

ど

も

、
御
家
に
は 

道
灌

ど
う
か
ん

様
１

７

御
血
統
１

８

儼 げ
ん

然 ぜ
ん

と
御
坐
候
を
被
指
置

さ

し

お

か

れ 

御
前
様
御
相
続
被
遊

あ
そ
ば
さ
れ

候
は
、

乍

恐

お
そ
れ
な
が
ら

不
道
理
と

奉

存

ぞ
ん
じ
た
て
ま
つ
り 

候
。
其
故 ゆ

え

は 

大
猷
院

た
い
ゆ
う
い
ん

様
１

９

御
代
被
仰
出
候
御
定

お
さ
だ
め

２

０

も
有 こ

れ

之 あ
り

、
い
つ ず

れ
同
姓
之 

兄
弟
伯
淑

は
く
し
ゅ
く

２

１

を
養
子
に
可
致

い
た
す
べ
く

、
若
無
之

も
し
こ
れ
な
き

時
は
母
方
妻
方
、
も 

し
そ
れ
も
無
之
時
は
他
姓
に
而 て

も
五
十
以
前
可
相

あ
い
ね
が
う

願 べ
き

旨 む
ね

と 

承

う
け
た
ま
わ
り

居 お
り

候
。

然

所

し
か
る
と
こ
ろ

御
里
様
２

２

よ
り
も 

御
前
様
を
御
末 ま

っ

家 け

御
坐
候
所
、 

見
了
院
様
に
御
仮 か

り

養
子

よ

う

し

２

３

に
御
頼

お
た
の
み

も
、 
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見
了
院
様
に
も
御
末
家
御
坐
候

ご
ざ
そ
う
ろ
う

所
を 

御
前
様
を
御
仮
養
子
に
御
請

お

う

け

被
遊
候
も
、
乍
恐
思
召

お
ぼ
し
め
し 

御
相
違

そ

う

い

之
御
事
に
御
坐
候
。
／ 

１
５
・
堀
田
家
は
、
初
代
の
正
盛
が
六
人
衆
（
後
の
若
年
寄
）
、
老
中
を
歴
任
し
て
佐
倉

藩
（
十
一
万
石
）
藩
主
と
な
っ
た
が
、
次
の
正
信
が
幕
政
批
判
と
無
断
帰
国
を
咎

め
ら
れ
改
易
。
正
信
の
長
男
正
休
が
一
万
石
を
与
え
ら
れ
宮
川
藩
主
と
な
っ
た
。

宮
川
藩
主
の
堀
田
家
は
長
男
の
系
統
で
あ
る
た
め
、
堀
田
家
の
嫡
流
と
さ
れ
た
。 

 
 

【
『
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜 

第
十
巻
』
（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
六
五
年
）

四
一
〇
～
四
一
六
頁
】 

１
６
・
「
御
本
末
」
は
本
家
と
末
家(

分
家)

。
堀
田
家
に
は
宮
川
藩
主
家
の
ほ
か
、
幕
末

の
老
中
堀
田
正
睦
を
出
し
た
下
総
佐
倉
藩
（
十
一
万
石
）
藩
、『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』

編
纂
の
総
裁
を
務
め
た
若
年
寄
堀
田
正
敦
を
出
し
た
近
江
堅
田
藩
（
一
万
三
千
石
）

の
系
統
が
あ
り
、
ほ
か
に
旗
本
も
数
家
あ
る
。 

 
 

 
 

 

【
前
掲
『
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜 

第
十
』
四
一
〇 

～
四
一
六
頁
】 

【
『
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜 

第
十
一
』
（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九

六
二
年
）
一
～
一
二
頁
】 

１
７
・
太
田
道
灌
（
永
享
四
年
〈
一
四
三
二
〉
～
文
明
十
八
年
〈
一
四
八
六
〉
）
。
実
名

は
資
長
か
。
扇
谷
上
杉
氏
の
家
宰
と
し
て
、
康
正
二
年
（
一
四
五
六
）
に
江
戸
城

築
城
を
開
始
、
岩
槻
・
河
越
に
も
築
城
す
る
な
ど
、
武
蔵
・
相
模
の
実
力
者
と
な

り
、
扇
谷
上
杉
家
を
山
内
上
杉
家
に
匹
敵
す
る
ま
で
成
長
さ
せ
た
。
し
か
し
、
文

明
十
八
年
（
一
四
八
六
）
に
主
家
扇
谷
定
正
邸
に
誘
い
出
さ
れ
て
殺
害
さ
れ
た
。

禅
僧
の
万
里
集
九
と
の
交
遊
な
ど
文
化
人
と
し
て
も
知
ら
れ
る
。 

 
 

 
 

 
 

【
前
掲
『
日
本
史
人
物
辞
典
』
「
太
田
道
灌
」
項
】 

 
 

・
神
奈
川
県
伊
勢
原
市
の
大
慈
寺
所
蔵
の
『
太
田
道
灌
画
像
』（
伊
勢
原
市
指
定
文

化
財
）
は
、
資
順
が
描
い
た
道
灌
の
肖
像
に
、
道
灌
が
詠
ん
だ
と
さ
れ
る
和
歌
を

資
愛
が
添
え
た
も
の
。
太
田
家
の
子
孫
が
道
灌
を
誇
り
に
思
っ
て
い
た
こ
と
を
示
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す
と
い
え
よ
う
。 

【
拙
稿
『
以
善
会
レ
ポ
ー
ト
第
一
〇
弾 

斎
田
茂
先
の
歴
史
研
究
』
】 

 
 

・
道
灌
の
名
前
は
山
吹
の
説
話
や
、
月
を
見
な
が
ら
秋
の
虫
の
声
を
楽
し
む
名
所

の
道
灌
山
を
通
じ
て
、
江
戸
の
庶
民
に
も
知
ら
れ
て
い
た
。 

 
 

 

山
吹
の
説
話
は
、
元
文
四
年
（
一
七
三
九
）
成
立
の
軍
談
書
『
常
山
紀
談
』（
湯

浅
常
山
著
）
に
、
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
（
※ 

）
は
中
山
に
よ
る
。 

  
 

 
 

 
 

 

〇
太
田
持
資
（
※
道
灌
）
歌
道
に
志
す
事 

 
 

 
 

太
田
左
衛
門
大
夫
持
資
は
上
杉
宣
政
（
※
定
正
）
の
長
臣
な
り
。
鷹
狩
に
出

て
雨
に
遭
ひ
、
あ
る
小
屋
に
入
て
蓑
を
借
ら
ん
と
い
ふ
に
、
わ
か
き
女
の
何

と
も
物
を
ば
い
は
ず
し
て
、
山
ぶ
き
の
花
一
枝
折
て
出
し
け
れ
ば
、
花
を
求

る
に
非
ず
、
と
て
怒
て
帰
り
し
に
、
是
を
聞
し
人
の
、
そ
れ
は 

 
 

 
 

 

七
重
八
重
花
は
さ
け
ど
も
や
ま
ぶ
き
の
み
の
ひ
と
つ
だ
に
な
き
ぞ
悲
し
き 

 
 

 
 

と
い
ふ
古
歌
の
こ
ゝ
ろ
な
る
べ
し
、
と
い
ふ
。
持
資
お
ど
ろ
き
て
そ
れ
よ
り

歌
に
志
を
よ
せ
け
り
。
（
後
略
） 

【
森
銑
三
校
注
『
常
山
紀
談 

上
巻
』
（
岩
波
文
庫
、
一
九
三
八
年
）
三
六
頁
】 

【
『
新
版
角
川
日
本
史
辞
典
』
（
角
川
書
店
、
一
九
九
六
年
）
「
常
山
紀
談
」
項
】 

 
 

・
落
語
「
道
灌
」
は
、
こ
の
山
吹
の
説
話
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
。
あ
ら
す
じ
は
、

隠
居
か
ら
太
田
道
灌
の
「
七
重
八
重
…
」
の
話
を
聞
い
た
八
五
郎
が
、
友
人
が
雨

具
を
借
り
に
来
た
ら
断
っ
て
や
ろ
う
と
帰
宅
。
折
か
ら
の
雨
の
中
、
提
灯
を
借
り

に
来
た
友
人
に
無
理
や
り
「
雨
具
を
貸
し
て
く
れ
」
と
い
わ
せ
、
「
七
重
八
重
…
」

の
歌
を
見
せ
、
友
人
か
ら
「
ど
ど
い
つ
か
？
」
と
問
わ
れ
る
と
「
こ
れ
が
わ
か
ら

な
い
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
よ
っ
ぽ
ど
歌
道
に
暗
い
な
」
と
言
う
が
、
友
人
は
「
あ

あ
、
暗
え
か
ら
提
灯
を
借
り
に
来
た
」
と
い
う
オ
チ
。 

「
道
灌
」
は
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
刊
行
の
初
代
林
家
正
三
作
『
笑
富
林
』

に
原
話
が
載
っ
て
い
る
。 

【
東
大
落
語
会
編
『
増
補
落
語
事
典
』
（
青
蛙
房
、
一
九
七
三
年
）
「
道
灌
」
項
】 

・
道
灌
山
に
つ
い
て
は
、
文
政
十
二
年
（
一
八
二
九
）
成
立
の
江
戸
と
そ
の
近
郊

の
地
誌
『
江
戸
名
所
図
会
』
に
、
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
句
読
点
、（
※ 

）

は
中
山
に
よ
る
。 
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道
灌
山 

一
名
を
城
山
と
も
い
へ
り
。
南
ハ
新
堀
を
限
り
、
北
は
平
塚
に
接

す
。
往
古
太
田
道
灌
江
戸
城
に
あ
り
し
頃
、
出
張
の
砦
城
と
せ
し
跡
な
り

と
も
、
又
、
関
道
観
坊
と
い
へ
る
者
の
第
宅
の
地
な
り
と
も
云
伝
ふ
。（
※

割
註
は
略
）
此
地
薬
草
多
く
採
薬
の
輩
常
に
こ
ゝ
に
来
れ
り
。
殊
に
秋
の

頃

ハ

松

虫

鈴

虫

露

に

ふ

り

い

て

ゝ

清

音

を

あ

ら

ハ

す

。

依

て

雅

客

幽

人

こ
ゝ
に
来
り
風
に
詠
し
月
に
歌
ふ
て
其
声
を
愛
せ
り
。 

【
『
江
戸
名
所
図
会
』
七
巻
：
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
収
載
】 

【
前
掲
『
新
版
角
川
日
本
史
辞
典
』
「
江
戸
名
所
図
会
」
項
】 

１
８
・
太
田
家
は
掛
川
藩
主
家
の
ほ
か
、
資
宗
の
三
男
資
良
が
寛
文
十
一
年
（
一
六
七

一
）
に
五
千
石
を
分
け
与
え
ら
れ
た
旗
本
の
分
家
が
あ
る
。
こ
の
分
家
は
資
良
以

後
、
他
家
か
ら
養
子
を
迎
え
る
こ
と
な
く
続
い
て
い
た
。 

【
『
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜 

第
四
』
（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
六
四
年
） 

三
八
二
～
三
八
三
頁
】 

１
９
・
三
代
将
軍
徳
川
家
光
（
在
職
：
元
和
九
年
〈
一
六
二
三
〉
～
慶
安
四
年
〈
一
六

五
一
〉
）
。 

 

【
前
掲
『
新
版
角
川
日
本
史
辞
典
』
所
収
「
江
戸
幕
府
将
軍
表
」
】 

２
０
・
将
軍
綱
吉
が
天
和
三
年
（
一
六
八
三
）
に
改
定
し
た
「
武
家
諸
法
度
」
に
は
、

次
の
よ
う
な
条
文
が
あ
る
。『
諌
艸
』
が
記
さ
れ
た
文
政
八
年
は
将
軍
家
斉
の
代
だ

が
、
家
斉
の
発
布
し
た
「
武
家
諸
法
度
」
に
も
同
様
の
条
文
が
あ
っ
た
。 

  
 

 

一
養
子
者
同
姓
相
応
之
者
を
撰
ひ
、
若
無
之
に
お
い
て
は
、
由
緒
を
正
し
、
存

生
之
内
可
致
言
上
、
五
十
以
上
十
七
歳
以
下
之
輩
及
末
期
雖
致
養
子
、
吟
味

之
上
可
定
之
、
縦
雖
実
子
、
筋
目
違
た
る
儀
、
不
可
立
之
事 

【
石
井
良
助
編
纂
『
徳
川
禁
令
考 

前
集
第
一
』 

（
創
文
社
、
一
九
五
九
年
）
六
六
頁
】 

 
 

・
将
軍
家
光
の
と
き
の
「
武
家
諸
法
度
」
に
は
養
子
に
関
す
る
規
定
は
な
い
が
、

『
御
触
書
寛
保
集
成
』
は
、
家
光
の
と
き
の
次
の
法
令
を
収
載
し
て
い
る
。 

  
 

 
 

 
 

 

寛
永
十
九
年
午
年
十
二
月 

 
 

 

一
養
子
跡
目
之
儀
、
当
年
迄
無
相
違
被 

仰
付
之
、
自
今
以
後
は
、
養
父
累
年
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無
恙
御
奉
公
相
勤
、
其
上
養
子
之
先
祖
等
有
御
吟
味
可
被 

仰
付
之
、
無
筋

目
養
子
等
於
有
之
ハ
、
向
後
養
子
跡
職
相
続
被 

仰
付
間
敷
儀
也
、
若
又
養

父
日
来
於
不
抽
御
奉
公
は
、
養
子
跡
職
一
円
ニ
は
被
下
間
敷
由
被 

仰
出
之
、 

 
 

 
 

右
之
旨
、
番
頭
中
え
老
中
伝 

上
意
之
由
、 

【
高
柳
真
三
・
石
井
良
助
編
『
御
触
書
寛
保
集
成
』 

（
岩
波
書
店
、
一
九
三
四
年
）
五
二
三
頁
】 

２
１
・
父
の
兄
と
父
の
弟
。 

【
『
角
川
漢
和
中
辞
典
』
（
角
川
書
店
、
一
九
五
九
年
）
「
伯
叔
」
項
】 

２
２
・
資
始
の
実
父
で
あ
る
堀
田
正
穀
（
宝
暦
十
二
年
〈
一
七
六
二
〉
～
文
政
二
年
〈
一

八
一
九
〉
）
。
近
江
宮
川
藩
（
一
万
三
千
石
）
藩
主
。
安
永
元
年
（
一
七
七
二
）
に

藩
主
と
な
り
、
大
番
頭
、
奏
者
番
を
務
め
る
。
文
化
十
二
年
（
一
八
一
五
）
に
藩

主
を
退
く
。
【
『
三
百
藩
主
人
名
事
典 

第
三
巻
』
「
宮
川
藩
・
堀
田
正
穀
」
項 

（
一
九
六
七
年
、
新
人
物
往
来
社
）
】 

・
同
族
で
若
年
寄
を
務
め
た
堀
田
正
敦
と
と
も
に
、
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
の
編

纂
の
中
心
と
な
っ
た
。
同
書
の
「
条
例
」
に
は
「
さ
き
に
正
敦
正
穀
編
集
の
命
を

か
う
ぶ
り
、
林
大
学
頭
衡
に
は
か
り
て
体
裁
を
さ
だ
め
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。 

【
『
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜 

第
一
』
（
続
群
書
類
従
完
成
会
、

一
九
六
四
年
）
一
三
頁
】 

・
正
穀
の
実
母
は
父
正
邦
の
側
室
八
巻
氏
だ
が
、
正
室
で
あ
る
太
田
資
晴
女
の
子

と
い
う
扱
い
だ
っ
た
。
【
前
掲
『
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜 

第
十
』
四
一
六
頁
】 

２
３
・
仮
養
子
に
つ
い
て
は
、
大
森
映
子
著
「
仮
養
子
を
め
ぐ
る
本
家
と
分
家
」
の
説

明
が
わ
か
り
や
す
い
。
該
当
個
所
を
以
下
に
引
用
す
る
。 

 

「
仮
養
子
」
と
は
江
戸
時
代
特
有
の
制
度
で
あ
り
、
ま
だ
跡
継
ぎ
が
確
定
し

て
い
な
い
大
名
や
旗
本
の
当
主
が
、
参
勤
交
代
や
公
務
な
ど
で
江
戸
を
離
れ
る

際
、
万
一
の
場
合
に
そ
な
え
て
仮
の
後
継
候
補
を
指
名
し
て
お
く
制
度
の
こ
と

で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
江
戸
を
離
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
大
名
は
、
あ
ら
か
じ

め
仮
の
養
子
候
補
を
明
記
し
た
自
筆
の
願
書
を
作
成
し
、
幕
府
老
中
に
預
け
て

お
く
。
そ
の
大
名
が
、
江
戸
不
在
中
に
死
亡
す
る
よ
う
な
事
態
が
発
生
し
た
場

合
、
こ
の
仮
養
子
願
書
は
効
力
を
発
揮
し
、
願
書
中
で
指
名
さ
れ
た
仮
養
子
候
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補
に
家
督
の
継
承
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
（
中
略
） 

 
た
だ
し
仮
養
子
願
書
の
有
効
期
限
は
、
大
名
当
主
の
江
戸
不
在
中
の
み
で
あ
り
、

再
び
出
府
し
た
際
に
は
、
幕
府
老
中
へ
預
け
お
い
た
願
書
が
大
名
の
手
許
に
差

し
戻
さ
れ
て
失
効
し
た
。 

 
 

【
大
森
映
子
著
「
仮
養
子
を
め
ぐ
る
本
家
と
分
家
」
：
『
経
営
・
情
報
研
究 

多
摩
大
学
研
究
紀
要 

二
〇
』
（
二
〇
一
六
年
）
一
四
一
頁
】 

 
 

・
仮
養
子
が
い
つ
頃
か
ら
制
度
化
さ
れ
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
大
森
映
子
は
論

文
「
江
戸
時
代
に
お
け
る
仮
養
子
と
相
続
」
で
、「
仮
養
子
願
書
の
提
出
に
つ
い
て

は
、
天
和
年
間
頃
か
ら
は
事
例
が
確
認
で
き
る
が
、
い
つ
か
ら
慣
例
と
な
っ
た
か

に
つ
い
て
は
な
お
検
討
の
余
地
が
あ
る
」
と
し
て
い
る
。 

 
 

 
 

 
 

【
大
森
映
子
著
「
江
戸
時
代
に
お
け
る
仮
養
子
と
相
続
」
：
『
湘
南
国
際

女
子
短
期
大
学
紀
要 

一
一
』
（
二
〇
〇
四
年
）
一
一
二
頁
、 

多
摩
大
学
学
術
情
報
リ
ポ
リ
ト
ジ
『
Ｔ
ａ
ｍ
ａ
蔵
』
収
載
】 

 

（
ｄ
）
太
田
家
分
家
へ
の
家
督
返
還
は
実
父
も
承
知 

／
勿
論

も
ち
ろ
ん 

御
前
様
其
節
は
御
幼
年
２

４

に
付
何
之

弁
わ
き
ま
え

も
不
被
為
入

い

ら

せ

ら

れ

ず 

候
得
は ば

、
右
之
訳
合

わ
け
あ
い

２

５ 

御
前
様
御
成
人
之
上

奉
も
う
し

申 あ
げ

上
た
て
ま
つ
り

御
家
之
御
血
統
に
御
伝 

被
遊
候
様
之
御
時
節
迠 ま

で

は
と
奉
存
、
遁
世
之
事
見
合

み
あ
わ
せ 

五
个

ご

か

年 ね
ん

之
間
罷
在

ま
か
り
あ
り

候
。

然

所

し
か
る
と
こ
ろ 

先
さ
き
の

御
両
代
様
格
別
之
御
恩
を

蒙
こ
う
む
り

候
所
、
打
続
御
逝
去 
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に
而
、
御
家
御
他
姓
２

６

に
被
為
成

な

ら

せ

ら

れ

候
事
傷
敷

い
た
ま
し
く

奉
存
候 

故
に
や
、
追
々
病
身
に
相
成
２

７

、
右
に
而
は
迚 と

て

も
此
儀
申
上
候 

御
時
節
迠
は
存
命
無
覚
束

お
ぼ
つ
か
な
く

奉
存
候
所
、 

方
叟

ほ
う
そ
う

様
２

８

尚
又 

先
御
両
代
様
御
同
様
格
別
之
御
懇 こ

ん

命 め
い

に
而
、
追
々
申
上 

候
御
事
共
御
取
用

と
り
も
ち
い

被
下
置
候
に
付
、
右
之
御
血
脈
に
御
伝
被 

遊
候
御
事
、
折 お

り

を
以
て
密
々
申
上
候
所
、 

方
叟
様
に
も
至
極

し

ご

く

尤
も
っ
と
も

之
儀
と
御
承
知
被
遊
い
つ づ

れ
只
今

た
だ
い
ま 

は
幼
年
同
様
故
不
被

も
う
し
だ

申
出

さ

れ

ず 

御
前
様
御
料
簡

り
ょ
う
け
ん

２

９

出
来
さ
せ
ら
れ
候
御
時
節
を
御 

待
可
被

仰

進

お
お
せ
す
す
め

候
と
の
御
意
に
付
、
最
早

も

は

や

私
寸
志
３

０ 

方
叟
様
御
承
知
之
上
は
大
半
相
達
候
間
、
此 こ

の

上
は
遁
世

仕
つ
か
ま
つ
り 

御
奉
公
之
心
労
な
し
に
病
気
養
生

仕
つ
か
ま
つ

り
、
目
出
度
御 

時
節
を
奉
待
度 た

く

隠
居
内
願
指 さ

し

出 だ
し

、 

方
叟
様
に
も
委
曲

い
き
ょ
く

存
寄
奉
申
上
候
故
、 
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方
叟

ほ
う
そ
う

様
よ
り
も 

御
前
様
へ
御
書

被
す
す
め

進 ら
れ

、
右
之
御
書
を
以
て
御
役
人
３

１

へ 

御
意
御
坐
候
に
付
、
私
隠
居
も
願
之
通
被
仰
付
３

２

難
有

あ
り
が
た
く 

奉
存
候
。
此
間
之
様
に
奉
存
候
所
、
最
早

も

は

や

十
二
年
に
相 

成
り
私
病
気
も
気
楽
罷
在

ま
か
り
あ
り

候
故
に
や
、
此
節
は
粗 ほ

ぼ

本 

復
仕
候
。

然

所

し
か
る
と
こ
ろ

右
御
血
脈
へ
御
伝
之
事
御
承
知
之 

方
叟
様
に
は
七
年
前
御
逝
去
被
遊

あ
そ
ば
さ
れ

、
十
二
年
前 

方
叟
様
迠
申
上
候
寸
志
は
猶
其
ま
ゝ
に
相
成
候
。
因 よ

っ

而 て 

方
叟
様
御
承
知
之
思
召

お
ぼ
し
め
し

を

以
も
っ
て

、 

御
前
様
に
奉 も

う

申
上
度

し

あ

げ

た

く

七
年
以
来
日
夜
相
考
居
候
所
、 

私
も
最
早
五
十
五
歳
に

罷
ま
か
り

成 な

り
人
生
之
転
変
無
覚
束

お
ぼ
つ
か
な
く 

風
前
之

燭
と
も
し
び

い
ま
た だ

消
ぬ
内
と
奉
存
、
此
事
奉
申
上
候
。
／ 

２
４
・
資
始
（
当
時
は
堀
田
丈
三
郎
）
が
資
言
の
仮
養
子
と
な
っ
た
の
は
十
二
歳
の
と

き
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

【
前
掲
『
家
譜
』
巻
之
四
】 

２
５
・
物
事
の
す
じ
み
ち
。 

 
 

 
 

 
 

 

【
前
掲
『
広
辞
苑
』
「
訳
合
い
」
項
】 

２
６
・
太
田
家
は
清
和
源
氏
の
源
頼
政
の
子
孫
を
称
し
源
姓
を
名
乗
っ
て
い
た
が
、
資

始
の
実
家
堀
田
家
は
紀
長
谷
雄
の
子
孫
を
称
し
紀
姓
だ
っ
た
。 
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【
前
掲
『
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜 

第
四
巻
』
三
六
九
頁
】 

【
前
掲
『
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜 

第
十
巻
』
四
〇
四
～
四
〇
六
頁
】 

２
７
・
『
諌
艸
』
で
は
、
道
灌
の
血
を
引
か
な
い
堀
田
家
出
身
の
資
始
が
太
田
家
を
継
い

だ
の
を
残
念
に
思
っ
て
「
病
身
に
相
成
」
っ
た
と
記
し
て
い
る
が
、
慊
堂
は
若
い

頃
か
ら
体
調
不
良
に
悩
ん
で
い
た
。 

鈴
木
瑞
枝
著
『
松
崎
慊
堂
』
か
ら
、
慊
堂
が
隠
居
す
る
ま
で
の
慊
堂
の
病
気
に

関
す
る
記
述
を
拾
え
ば
以
下
の
通
り
に
な
る
。 

▽
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
に
江
戸
に
出
て
か
ら
の
数
年
：
青
盲
（
目
が
開
い
て

い
る
の
に
物
が
見
え
な
い
眼
病
）
や
心
疾
。
痞
疾
（
胸
元
に
物
が
つ
か
え
ふ
さ
が

る
病
気
）
。 

▽
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
：
「
答
山
士
行
」
と
い
う
手
紙
に
「
然
る
に
僕
ま
た
疾

病
相
か
さ
な
る
。
春
仲
、
宿
疾
一
た
び
発
り
、
浸
淫
し
て
已
ま
ず
…
」
と
あ
る
。 

▽
文
化
五
年
（
一
八
〇
八
）
の
掛
川
滞
在
中
：
栗
の
毬
（
い
が
）
が
右
目
に
当
た

り
、
と
げ
が
刺
さ
る
。 

▽
文
化
六
年
（
一
八
〇
九
）
の
掛
川
滞
在
中
：
六
月
に
頭
痛
。
八
月
に
腹
痛
や
下

痢
で
「
一
時
は
身
心
恍
惚
と
し
て
無
何
有
之
郷
（
何
も
な
く
は
て
し
な
く
ひ
ろ
び

ろ
と
し
た
所
）
に
入
っ
た
境
地
」
に
な
っ
た
。 

▽
文
化
十
年
（
一
八
一
三
）
四
月
か
ら
六
月
：
四
月
の
終
わ
り
頃
、
風
呂
上
が
り

に
発
熱
、
睾
丸
が
腫
れ
全
身
が
痛
む
。
二
日
後
に
は
睾
丸
が
収
縮
し
て
は
な
は
だ

痛
む
。
五
月
に
は
肘
が
痛
み
、
胸
の
痛
み
が
背
中
に
達
す
る
ほ
ど
だ
っ
た
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

【
前
掲
『
松
崎
慊
堂
』
四
六
～
四
七
、
、
一
〇
五
～
一
〇
六
、
一
二
一
、

一
二
四
～
一
二
五
、
、
一
七
一
頁
】 

２
８
・
資
始
の
実
父
堀
田
正
穀
。 

２
９
・
考
え
を
め
ぐ
ら
す
こ
と
。
思
案
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

【
前
掲
『
広
辞
苑
』「
料
簡
・
了
簡
・
了
見
」
項
】 

３
０
・
自
分
の
志
の
謙
譲
語
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

【
前
掲
『
広
辞
苑
』「
寸
志
」
項
】 

３
１
・
役
目
を
持
っ
て
い
る
人
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

【
前
掲
『
広
辞
苑
』「
役
人
」
項
】 

３
２
・
慊
堂
が
隠
居
を
認
め
ら
れ
た
の
は
文
化
十
一
年
（
一
八
一
四
）
、
四
十
四
歳
の

と
き
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

【
前
掲
「
松
崎
慊
堂
略
年
譜
」
】 

・
慊
堂
が
四
十
四
歳
の
若
さ
で
隠
居
し
た
の
は
、
病
気
だ
け
が
原
因
で
は
な
か
っ
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た
。『
松
崎
慊
堂
全
集 

解
説
書
』
で
小
林
幸
夫
は
、
掛
川
藩
の
上
層
藩
士
た
ち
は

慊
堂
の
教
育
を
無
益
無
用
と
み
な
し
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
の
姿
勢
を
取
っ
た
の
に
対
し
、

慊
堂
は
賞
罰
を
も
っ
て
学
問
を
強
制
し
よ
う
と
し
た
た
め
、
藩
内
で
孤
立
し
た
と

指
摘
し
た
上
で
、
斯
道
文
庫
所
蔵
『
偶
然
書
』
中
の
「
罪
言
」
と
題
し
た
草
稿
を

引
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

致
仕
の
三
ヶ
月
程
前
に
書
か
れ
た
「
罪
言
」
と
名
付
け
た
上
書
の
草
稿
の

中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 
 

 
 

 
 

去
年
御
家
督
後
、
一
向
政
事
御
変
革
モ
ナ
ク
、
唯
今
ニ
至
リ
玉
フ
事
（
不

審
存
セ
ラ
レ
侍
候
処
）
…
幼
少
ヨ
リ
修
身
斉
家
ノ
道
、
己
ニ
タ
ラ
ザ
レ

ト
モ
、
唯
此
事
ノ
ミ
講
究
仕
ル
事
ニ
侍
フ
テ
、
一
旦
召
出
サ
ル
ゝ
モ
、

此
四
字
ヲ
以
テ
ナ
リ
。
…
閤
下
、
臣
ガ
言
ヲ
以
テ
善
ト
ナ
シ
玉
ハ
ゝ
、

速
ニ
施
シ
行
ヒ
玉
フ
ベ
シ
。
不
善
ト
思
召
玉
ハ
ゝ
、
臣
カ
身
祖
先
ノ
功

徳
ニ
テ
召
仕
ワ
ル
人
ニ
モ
ア
ラ
ズ
、
唯
今
マ
デ
分
寸
ノ
功
業
モ
ナ
シ
。

空
ク
上
ノ
禄
米
ヲ
費
シ
、
私
ノ
妻
子
ヲ
養
フ
ノ
ミ
。
御
家
ニ
指
置
レ
、

実
ニ
無
益
有
損
ノ
人
ナ
リ
。
速
ニ
退
身
ヲ
賜
ラ
ン
事
ヲ
願
奉
ル
。 

 
 

 
 

 

慊
堂
は
自
ら
の
「
修
身
斉
家
ノ
道
」
が
藩
政
に
生
か
さ
れ
な
い
、
藩
に
容

れ
ら
れ
な
い
こ
と
に
不
満
を
も
ち
、「
唯
今
マ
デ
分
寸
ノ
功
業
モ
ナ
シ
」
・
「
御

家
ニ
指
置
レ
、
実
ニ
無
益
有
損
ノ
人
ナ
リ
」
と
致
仕
の
心
情
を
述
べ
る
。 

  
 

 

資
順
・
資
言
の
と
き
に
は
、
藩
政
に
慊
堂
の
意
見
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
（
註

７
参
照
）
の
に
対
し
、
資
始
が
藩
主
に
就
任
し
て
か
ら
は
藩
政
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ

て
い
た
。
慊
堂
は
そ
れ
が
不
満
で
隠
居
を
望
ん
で
い
た
こ
と
に
な
る
。 

【
総
監
修
・
芳
賀
登
、
解
説
・
小
林
幸
夫
『
松
崎
慊
堂
全
集 

解
説
』 

(

冬
至
書
房
、
一
九
八
八
年
）
一
〇
四
～
一
〇
五
頁
】 

（
続
） 


